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○小矢部市在宅重度障害者住宅改善費補助金交付要綱 

平成16年９月30日告示第64号 

改正 

平成17年３月17日告示第37号 

平成24年７月６日告示第59号 

小矢部市在宅重度障害者住宅改善費補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、小矢部市補助金等交付規則（昭和43年小矢部市規則第５号。以下「規則」と

いう。）第21条の規定に基づき、小矢部市在宅重度障害者住宅改善費補助金の交付に関し、必要

な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において「重度障害者」とは、次の各号のいずれかに該当する者であって、更生

医療の給付又は補装具の交付若しくは修理を受ける者の負担すべき額の認定方法について（昭和

48年４月20日社更第71号厚生省社会局長通知）別表徴収基準額表に定めるＤ11階層以下の世帯に

属する障害者をいう。 

(１) 身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号。以下「法」という。）第15条第４項の規定によ

り身体障害者手帳の交付を受けている者であって、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規

則（昭和25年厚生省令第15号）別表第５号の１級又は２級に該当する視覚障害若しくは肢体不

自由を有する者又は内部障害を有する者で法第20条若しくは児童福祉法（昭和22年法律第164

号）第21条の６の規定により車いす（電動車いすを含む。）の交付を受けている者 

(２) 富山県療育手帳交付要綱（昭和49年富山県告示第165号）第２条の規定により療育手帳の交

付を受けている者であって、その障害の程度がＡに該当する知的障害児又は知的障害者 

（支給要件） 

第３条 補助金の交付の対象となる者は、重度障害者又はその同居の親族で、住民基本台帳法（昭

和42年法律第81号）の規定により本市の住民基本台帳に記録されているものとする。 

（補助金の交付） 

第４条 市長は、重度障害者の日常生活を容易なものとすること又は介護者の介護負担の軽減を図

ることを目的に既存の住宅を改善する経費に対し、補助金を交付する。 

（補助対象経費及び補助額） 

第５条 補助金の助成対象経費及び助成額等は、別表に定めるとおりとする。 
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（申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、小矢部市重度障害者住

宅改善費補助金交付申請書（様式第１号）に次の書類を添付して市長に申請しなければならない。 

(１) 補助対象工事に係る見積書 

(２) 補助対象工事に係る着工前及び完了後の図面 

(３) 補助対象工事に係る着工前の写真 

(４) 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（交付決定） 

第７条 市長は、前条の申請があったときは、小矢部市在宅重度障害者住宅改善調査書（様式第２

号）を作成のうえ、必要事項を調査し、補助金交付の可否について決定を行わなければならない。 

２ 市長は、前項の決定をしたときは、小矢部市在宅重度障害者補助金交付決定書（様式第３号）

又は小矢部市在宅重度障害者補助金不承認決定書（様式第４号）により、申請者に対して遅滞な

く通知しなければならない。 

（申請内容の変更） 

第８条 申請者は、第６条の規定による申請の内容を著しく変更するとき、又は補助金対象工事を

中止し、若しくは廃止しようとするときは、速やかに市長に報告し、その承認又は指示を受けな

ければならない。 

（実績報告） 

第９条 申請者は、補助金対象工事が完了したときは、小矢部市重度障害者住宅改善費補助金実績

報告書（様式第５号）に次の書類を添付して市長に提出しなければならない。 

(１) 補助対象工事に係る領収書 

(２) 補助対象工事に係る完了後の写真 

(３) 請求書（様式第６号） 

(４) 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（細則） 

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、平成16年10月１日から施行する。 

（小矢部市在宅重度身体障害者住宅改善費助成要綱の廃止） 
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２ 小矢部市在宅重度身体障害者住宅改善費助成要綱（昭和62年小矢部市告示第15号。以下「旧要

綱」という。）は、廃止する。 

（経過措置） 

３ この告示の施行の際、現に旧要綱第５条の規定による住宅改善費の助成の交付決定があった住

宅の工事については、この告示の施行後も、なおその効力を有する。 

附 則（平成17年３月17日告示第37号） 

（施行期日） 

１ この告示は、公表の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用す

ることができる。 

附 則（平成24年７月６日告示第59号抄） 

この告示は、平成24年７月９日から施行する。 

別表（第５条関係） 

助成対象経費 対象世帯 助成額 限度額 

在宅の重度障害者

が現に居住する住

宅の居室、浴室、洗

面所、便所、玄関、

廊下又は市長が特

に認める住宅の設

備、構造等をその障

害に適応するよう

又は介護者の介護

負担を軽減するよ

う改善するために

必要な工事費 

所得税非課税世帯

（Ａ、Ｂ、Ｃ階層） 

900,000円と助成対象経費とを比

較して低い額から介護保険法（平

成９年法律第123号）に基づく住宅

改修費又は重度身体障害者に対す

る日常生活用具の給付及び貸与に

ついて（平成12年３月31日障第267

号厚生省大臣官房障害保健福祉部

長通知）若しくは重度障害児・者

に対する日常生活用具の給付等に

ついて（平成12年３月31日障第268

号厚生省大臣官房障害保健福祉部

長通知）による住宅改修費を控除

した額 

900,000円 

所得税課税世帯（Ｄ上記の方法により算出した額に３ 600,000円 
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１～Ｄ11階層） 分の２を乗じて得た額 

様式第１号（第６条関係） 

 

様式第２号（第７条関係） 
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様式第３号（第７条関係） 
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様式第４号（第７条関係） 
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様式第５号（第９条関係） 
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様式第６号（第９条関係） 
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